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まちづくりの将来ビジョン（素案）に対するパブリック・コメントの結果 
 
Ⅰ 実施概要 
 
１ 募集期間 
  平成１６年１０月１日（金）から１１月１日（月）まで  ３２日間 
２ 募集の周知 
  合併協議会だより（１０月１日号、１０月１５日号）、合併協議会ホームページ、各市町

広報紙(１０月１日号) 
３ 素案の配布場所 
  相模原市  合併協議会事務局、行政資料コーナー、各出張所、各公民館 
  城 山 町  まちづくり課、情報コーナー、公民館図書室、保健福祉センター 
  津久井町  合併対策室、町政情報コーナー、串川支所、鳥屋支所、青野原支所、青根

支所、生涯学習センター、串川ひがし会館、文化福祉会館 
  相模湖町  合併推進課、各公民館、さがみ湖リフレッシュセンター、相模湖交流セン

ター 
４ 募集方法 
  直接持参、郵送、ファックス、Ｅメール 
５ 意見提出状況 
  １４人（５０件） 
６ 意見の内訳（同じ内容の意見は集約した） 

全 体 ６件 
策定の趣旨、方針（第１章－１、２） ３件 
新市の将来像（第２章－１） １件 
市民参画・行財政（第２章－３） ２件 
交通（第２章－２、第３章） ８件 
都市基盤（第２章－２、第３章） ２件 
自然・環境（第３章） １件 
産業・観光・土地利用（第２章－２、第３章） ４件 
教育・文化（第２章－２、第３章） ４件 
保健・医療・福祉（第３章） ４件 
安全・安心（第２章－２） １件 
その他 ２件 
合 計 ３８件 

７ 結果の公表 
  提出された意見の概要及び提出された意見に対する協議会の考え方を公表する。 
（１）合併協議会ホームページへの掲載 
（２）素案を配布した場所での閲覧及び配布 
（３）合併協議会だよりへの掲載 
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Ⅱ 意見の要旨と合併協議会の考え方 
 

１ 全 体 ＜６件＞ 

 素案に対する意見等（要旨） 合併協議会の考え方（案) 
 合併しても境界が消えるだけで、劇的にまち

づくりがしやすくなるわけではないのでは

ないか。 

１市３町がそれぞれ取り組んでいる施策を、

ひとつの自治体として進めることにより、こ

れまで以上に効率的かつ効果的に行うこと

が可能になると考えております。また、各地

域の持つ資源を活用することにより、まちづ

くりの可能性がさらに広がるものと考えて

おります。 
 財政の裏づけがなく、合併と関連のない事項

がある。総花的で具体的な事業が分からな

い。 

このビジョンは、新市の将来の目標について

委員が自由な発想のもとに作成したもので

す。個々の事業費を積み上げて、その財源を

お示ししているものではありません。今後さ

らに検討が進み、法定の合併協議会が設置さ

れた場合には、このビジョンを基本に新市建

設計画を定めることとなりますので、その中

でより具体化していくものと考えておりま

す。 
 津久井地域への財源の投入が大きくなりす

ぎるのではないか。 
合併する場合においても、津久井地域の都市

基盤や公共施設を現在の相模原市域と全く

同じにする必要はなく、新市全体のバランス

を考えながら、地域資源を活かし、地域の特

性に合ったまちづくりを進めることが大切

であると考えます。また、行政コストについ

ては、管理部門やごみ処理、消防などの統合、

職員数の削減など、合併によるスケールメリ

ットを活かした経費削減効果が見込まれま

す。 
 国、県や民間がやるべき事業まで記載してい

る。 
まちづくりは新市だけで行うものではなく、

国や県、住民や事業者などの適切な役割分担

と協働により行われるものであり、総合的に

考えていく必要があることから記載してい

るものです。 
 まちづくりの目標には、国、地方自治体の財

政の逼迫、破綻を打開するという課題認識が

共有されているのか。 

新市におけるまちづくりの進め方として、効

率的な目標ある行財政改革等が必要である

と認識しております。（「まちづくりの進め

方」に記載）また、まちづくりの目標を達成

するために、具体的にどの事業をどの程度行

うかなどについては、今後の計画づくりの中

で検討されることになると考えております。 
なお、合併特例債の活用については、慎重に

検討する必要があるものと考えております。 



 83

 「都市再生緊急整備地域への指定」「町田・

相模原業務各都市構想」「相模総合補給廠跡

地利用構想」について、具体的に検討して欲

しい。 

今後、個別の事業実施の段階で検討されるも

のと考えます。なお、町田・相模原業務核都

市基本構想は、首都圏の業務機能等の適正配

置のために都県レベルで定めるものであり、

合併による影響は少ないと思われます。ま

た、相模総合補給廠跡地の利用について検討

することも大切であり、「まちづくりの目標

－土地利用」で、施策の方向性に「米軍基地

対策の推進」を掲げております。  

２ 策定の趣旨、方針（第１章－１、２） ＜３件＞ 

 素案に対する意見等（要旨） 合併協議会の考え方（案) 
 判断材料とするなら、なぜ合併を目指すの

か、課題とその解決のための合併の効果が具

体的に示されていない。 
(策定の趣旨) 

合併の効果は、住民サービスの向上や財政を

はじめ、様々な視点から考える必要がありま

すが、このビジョンは、各市町の持つ課題を

踏まえ、地域資源を活用する観点から、どの

ようなまちづくりが可能であるか検討した

ものです。このビジョンで掲げた、まちづく

りの目標を達成することが、合併の効果とな

るものと考えております。 
 新市建設計画にビジョンの内容が反映でき

るよう明記してもらいたい。 
(策定の趣旨) 

ご意見の趣旨が文章表現のうえで、より明確

になるよう、「新市建設計画策定の際、活用

されていくこととなります。」を「新市建設

計画策定の際に活用され、反映されることと

なります。」に改めるものといたします。 
 住民投票で決定される旨を加える。 

(策定の方針) 
まちづくりの将来ビジョンは、素案に対して

のパブリック・コメントやアンケート調査な

どにより住民の皆様のご意見を反映した上

で、相模原・津久井地域合併協議会での協議

項目として協議され、決定されるものであ

り、住民投票にはなじまないものと考えてお

ります。 

３ 新市の将来像（第２章－１） ＜１件＞ 

 素案に対する意見等（要旨） 合併協議会の考え方（案） 
 「自然と共生する」という視点を加える。 自然と共生するという視点は重要であると

考えていることから、自然・環境の「まちづ

くりの目標 分野別方針」で、自然と共存す

る地域づくりに取り組むこととしているも

のです。 

４ 市民参画・行財政（第２章－３） ＜２件＞ 

 素案に対する意見等（要旨） 合併協議会の考え方（案） 
 「市民参画」を「市民の役割と責務」とした

方が、視点の趣旨が分かりやすい。 
(視点１－市民参画) 

行政と市民とのパートナーシップの構築、ボ

ランティア活動の推進など、市民の声が市政

に反映され、市民自らも主体的にまちづくり 
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  を行うという趣旨で「市民参画」と表現して

おります。 
 行政サービスはほとんど相模原市の制度に

統合することになっているが、住民の期待に

答えられるのか疑問。 
(視点２－行財政) 

相模原市の方が、津久井地域に比べて基本的

に行政サービスの水準が高くなっているこ

とから、相模原市の制度に統合することとし

ているものです。また、市民にとって必要な

行政サービスの充実や、数値目標の設定によ

る行政コストの削減、情報公開の推進等を図

り、市民一人ひとりが納得しうる質の高い市

政運営に努めることが必要であると考えて

おります。 

５ 交通（第２章－２、第３章） ＜８件＞ 

 素案に対する意見等（要旨） 合併協議会の考え方（案） 
 新交通システムの建設には反対。 

(１．地域連結夢プロジェクト) 
新市の一体性を確保するという観点から、骨

格となる交通軸が必要となります。相模原市

においては、道路の混雑状況に左右されない

公共交通の手段として、新しい交通システム

について研究しており、新市においても事業

採算性などを含め、研究することが必要であ

ると考えております。 
 骨格幹線道路網の整備は現状の交通問題の

解消にはつながらない。 
新しく交通網を整備することで自然を破壊

してしまい、自然に関するまちづくりの目標

に反する。 
費用は何百億もかかるのではないか。 

(施策の方向性) 

津久井広域道路の一部は既に都市計画道路

として決定され、県事業として整備が進めら

れており、完成すればさらに社会活動が広域

化し、観光や企業誘致など各種事業が活性化

するとともに、福祉や医療機関の利用がより

広範囲にわたって可能となるなど、新市の均

衡ある発展のために、骨格幹線道路としての

整備は欠かすことのできないものと考えて

おります。 

今後とも、国、県、市の役割分担のもとで、

必要な交通網の整備を進めていくことが必

要であると考えております。 

なお、合併特例債の活用については、慎重に

検討する必要があるものと考えております。

 中央自動車道路の相模湖東出口のインター

チェンジ化を加えて欲しい。 
(主要な施策例) 

以前から相模湖町では、町の活性化や観光誘

致などにおける利便性向上のため、県を通じ

て国への働きかけを行っておりますので、主

要な施策例として「中央自動車道相模湖東イ

ンターチェンジへの入り口設置促進」を加え

てまいります。 
 横浜線の中央線への乗り入れについて加え

て欲しい。 
(主要な施策例) 

新市内の一体化を確保するために、まず骨格

となる交通軸の設置が必要となります。津久

井地域において、交流のしやすい環境を整備

するため、高齢化や日常生活圏の拡大に伴う 
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  多様な交通ニーズに対応した公共交通網の

あり方や、新市内を円滑に結ぶ骨格的な交通

網の整備など、総合的な交通体系の検討が重

要であると考えております。 
 「津久井地域への鉄道の延伸」はバブル期の

幻想であり、必要性に疑問がある。 
(主要な施策例) 

津久井地域において、交流のしやすい環境を

整備するため、ノーマライゼーションの理念

のもと、高齢化や日常生活圏の拡大に伴う多

様な交通ニーズに対応した公共交通網のあ

り方や、新市内を円滑に結ぶ骨格的な交通網

の整備など、総合的な交通体系の検討が重要

であると考えており、ご意見のとおり施策例

からは削除いたします。 
 相模総合補給廠の跡地利用で、地下鉄により

小田急線の相模原駅、上溝方面への延伸を検

討する。 
(主要な施策例) 

新市内の連携、交流を図り、新市の発展を促

すための骨格的な交通網を整備することが

大切なことであることから、分野別の方針と

して、高齢化や日常生活圏の拡大に伴う、多

様な交通ニーズに対応した公共交通網の整

備が必要と考えております。 
 「リニア中央新幹線の新駅誘致」は必要性に

疑問がある。 
(主要な施策例) 

リニア中央新幹線は、２１世紀の豊かな社会

の実現に向けての新たな交通動脈として、期

待されております。首都圏の西の玄関として

本地域が発展していくために、また、公共交

通網の充実という観点からも、新市への駅設

置は必要であると考えられます。 
 「コミューター空港の整備」は必要性に疑問

がある。 
(主要な施策例) 

コミューター空港は、小規模地域航空に対応

した空港としての機能を持つものですが、

様々な交通手段による利便性の向上に伴い、

新市内に整備しなくとも市民の交通需要に

対応できることから、ビジョンの施策例から

は削除いたします。 

６ 都市基盤（第２章－２、第３章） ＜２件＞ 

 素案に対する意見等（要旨） 合併協議会の考え方（案) 
 相模川上流の下水道の整備について記載す

る。 
(施策の方向性) 

自然の保全と活用のための取組みとして、相

模川上流に位置する水源地の保全に関する

施策は重要であることから、施策の方向性と

して、水源地域としての上下水道の整備推進

が必要であると考えております。 
 公園の整備よりも、残されている雑木林の保

護を重視して欲しい。 
(主要な施策例) 

快適で魅力ある居住環境を創造することが

大切であることから、施策の方向性として、

都市緑化の推進が必要であると考えており

ます。 

７ 自然・環境（第３章） ＜１件＞ 

 素案に対する意見等（要旨） 合併協議会の考え方（案） 
 湖底の土砂の堆積対策について追加する。 河川や湖の水質の向上を図り、水源地域の 
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 (主要な施策例) 総合的な環境の向上を目指すことが大切で
あることから、施策の方向性として「湖環境

の向上」を図ることとしております。 

８ 産業・観光・土地利用（第２章－２、第３章） ＜４件＞ 

 素案に対する意見等（要旨） 合併協議会の考え方（案） 
 地産地消の概念を加える。 

(４．まち＋水源地＝産業創生プロジェクト)  
(分野別方針－産業 主要な施策例) 

地域で生産された食材を地域で消費する地

産地消の考え方は、消費者の食に対する安

全・安心志向の高まりを背景に、消費者と生

産者の相互理解を深める取組みとして期待

されています。 
このため、ご指摘の点については「まちづく

りの目標 分野別方針－安全・安心」の「⑥

安全な消費生活の確立の主要な施策例」に、

「地産地消の考え方に基づく生産者と消費

者が連携した仕組みづくり」を加えてまいり

ます。 
 尾房山を利用した美術館の設置を検討して

欲しい。 
(主要な施策例) 

 相模湖周遊道路の建設について検討して欲

しい。 
(主要な施策例) 

相模川や津久井地域の湖などの、資源を活か

した観光産業の拠点づくりは大切と考えて

おります。具体の施策については、今後の計

画づくりの中で、さらに検討されるものと考

えております。 

 相模湖駅舎を改造し、表と裏を結ぶ橋を実現

して欲しい。 
(主要な施策例) 

ご意見については、主要な施策例「相模湖駅

前市街地の環境、景観の改善」及び「分野別

方針－産業」の主要な施策例「地域コミュニ

ティの核となる商店街の活性化」の中に含ま

れるものと考えております。 

９ 教育・文化（第２章－２、第３章） ＜４件＞ 

 素案に対する意見等（要旨） 合併協議会の考え方（案) 
 市立大学は不要である。 

(５．市民キャンパスプロジェクト) 
自然や文化を生かした学習活動を展開する

ことが大切であると考えていることから、

「５．市民キャンパスプロジェクト」の施策

例「市立大学の創設（自然を生かした学部の

創設）」を「生涯学習キャンパスの展開（グ

リーン・カレッジの展開）」に変更いたしま

す。 
 「就学前の教育、保育を一体化した総合施

設」をぜひ実現して欲しい。 
(主要な施策例) 

就学前の幼児教育、保育を一元化することは

今後の課題として考えられることから、主要

な施策例として考えております。 

 施策例として、自然を活かした体験学習の拠

点づくりを加えて欲しい。 
(主要な施策例) 

津久井地域の豊かな自然を活かした体験学

習が可能となることから、施策例に「自然を

活かした体験学習の拠点づくり」を加えてま

いります。 



 87

 「外国籍市民への支援と交流の機会充実」を

実現して欲しい。 
(主要な施策例) 

市民レベルでの国際交流が今後とも大切で

あると考えていることから、主要な施策例と

したものです。 

１０ 保健・医療・福祉（第３章） ＜４件＞ 

 素案に対する意見等（要旨） 合併協議会の考え方（案） 
 「高齢者や障害者の生活支援と社会参加に

対して、思いやりを持って助け合う地域社会

の形成に取り組みます」を「高齢者や障害者

の自立と社会参加に対して、ノーマライゼー

ションの理念を持って支えあう地域社会の

形成に取り組みます」に変更する。 
(分野別方針) 

「思いやりを持って助け合う」という表現よ

りも、ノーマライゼーションの理念の方が適

切であると思われることから、ご意見のとお

り変更いたします。 

 「医療体制の充実」を「医療・相談支援体制

の充実」に変更する。 
(施策の方向性) 

総合的な地域保健医療体制の充実が重要と

考えていることから、相談支援の機能強化に

ついて、ご意見のように変更いたします。 
 「健康づくりの推進」に、（予防医学の考え

を取り入れたトレーニング施設の設置）を加

える。 
(主要な施策例) 

「健康づくりの推進」には、予防医学の考え

方も含まれるものと考えられます。具体的な

事業については、今後の計画づくりの中で検

討されるものと考えております。 
 「保育所・児童クラブの待機児童解消」は市

の活力、人口を維持するためにも最優先にし

て欲しい。 
(主要な施策例) 

子育て環境づくりに努めることは今後とも

重要であると考えております。具体的な事業

の実施については、今後の計画づくりの中で

検討されるものと考えております。 

１１ 安全・安心（第２章－２） ＜１件＞ 

 素案に対する意見等（要旨） 合併協議会の考え方（案） 
 合併を機会に、自治会のない地区でも組織作

りをするべきである。 
(３．安全・安心ネットワークプロジェクト)  

市民がお互いに支えあう地域社会の形成が

重要なことから、まちづくりの進め方とし

て、「地域コミュニティ活動の促進」「地域コ

ミュニティ機能を支える組織づくり」が必要

であると考えております。 

１２ その他 ＜２件＞ 

 素案に対する意見等（要旨） 合併協議会の考え方（案) 
 「まちづくりの検討課題」はあくまで個人の

意見であり、慎重な取扱いをお願いしたい。 
(補章) 

ここで整理された地域特性、資源や課題につ

いては、検討委員会の中で各委員から出され

た意見を、あくまで参考としてお示ししたも

のです。 
 「１市３町の人口動向」表は人口が減少に転

じていることを示す表なので、平成１２年と

昭和５５年の比較は必要ない。 
(参考－２) 

５年毎に実施される国勢調査のデータにつ

いて記載しているもので、今後の人口動向に

関わらず、実績値としてお示ししておりま

す。 
 


